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 地方公務員法第５８条の２及び北広島町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第４条の規

定に基づき、平成２３年度における人事行政の運営等の状況を次のとおり公表します。 

 

  平成２３年１０月１７日 

北広島町長 竹 下 正 彦 

 

北広島町人事行政の運営等の状況の公表 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）職員の採用状況 

平成 22 年度採用                     （単位：人） 

区分 職 種 
受験者数 最終合格者数 

平成 22年度 

採用者数 

男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 

初 級 

試 験 

一般行政職  68 27 95 3 2 5 3 2 5 

消防職 25 0 25 1 0 1 1 0 1 

医療職 － － － － － － － － － 

計 93 27 120 4 2 6 4 2 6 

選考 

その

他 

一般行政職 － － － － － － 0 1 1 

消防職 － － － － － － － － － 

医療職 － － － － － － 2 3 5 

計 － － － － － － 2 4 6 

合計 

一般行政職 68 27 95 3 2 5 3 3 6 

消防職 25 0 25 1 0 1 1 0 1 

医療職 － － － － － － 2 3 5 

計 93 27 120 4 2 6 6 6 12 

  

平成 23 年 4 月 1 日採用                  （単位：人） 

区分 職 種 
受験者数 最終合格者数 

平成 23年 4月 1日 

採用者数 

男性 女性 計 男性 女性 計 男性 女性 計 

初 級 

試 験 

一般行政職  48 24 72 3 5 8 3 5 8 

消防職 － － － － － － － － － 

医療職 － － － － － － － － － 

計 48 24 72 3 5 8 3 5 8 

選考 

その

他 

一般行政職 － － － － － － 2 1 3 

消防職 － － － － － － － － － 

医療職 － － － － － － － 1 1 

計 － － － － － － 2 2 4 

合計 

一般行政職 48 24 72 3 5 8 5 6 11 

消防職 － － － － － － － － － 

医療職 － － － － － － － 1 1 

計 48 24 72 3 5 8 5 7 12 
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（２）職員の退職等の状況         （単位：人） 

区  分 H22年度人数 H21年度人数 

定年退職 ７ ６ 

勧奨退職 １１ ７ 

普通退職 ５ ５ 

分限免職 ０ ０ 

懲戒免職 １ ０ 

失  職 ０ ０ 

死亡退職 ０ ０ 

計 ２４ １８ 

再任用職員 ０ ０ 

 

 （注）１ 定年退職：地方公務員法（以下「地公法」という。）第 28 条の２第 1 項の規定により離職

すること。また、地公法第 28 条の３第 1 項の規定により勤務が延長され、その後離職する

場合も含まれます。 

    ２ 奨励退職等：任命権者が人事管理上の目的から職員に退職勧奨を行い、これに応じて退職

すること。 

    ３ 普通退職：自己都合により退職すること。 

    ４ 失職：職員が法定の欠格条項（地公法第 16 条各号（第 3 号を除く）に該当する場合で行

政処分によることなく当然に離職するもの）に該当し離職すること。 

    ５ 再任用職員：定年退職者等で再任用された職員 

 

（３）部門別職員数の状況と主な増減理由                （各年４月１日現在） 

        区 分 

部 門 

職  員  数 対前年度 

増 減 数 
主 な 増 減 理 由 

平成 23年 平成 22年 

一
般
行
政
部
門 

議会 

総務 

税務 

民生 

衛生 

農林水産 

商工 

土木 

 ２ 

６５ 

１６ 

５６ 

２１ 

３５ 

 ５ 

２０ 

 ２ 

６６ 

１７ 

６１ 

１９ 

３５ 

 ５ 

２０ 

 ０ 

△１ 

△１ 

△５ 

  ２ 

 ０ 

 ０ 

 ０ 

事務の統廃合による人員減 

業務増による人員増 

人事異動・退職の不補充による人

員減 

事務の臨時職員対応による人員減 

小  計 
２２０ 

（１） 

２２５ 

（１） 

△５ 

（０） 
 

特
別
行
政 

部
門 

 

教育 

消防 

２１ 

５５ 

２３ 

５５ 

△２ 

 ０ 

事務の統廃合による人員減 

事務の臨時職員対応による人員減 

小  計 
７６ 

（  ） 

７８ 

（  ） 

△２ 

（    ） 
 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

 

病院 

水道 

下水道 

その他 

 

５４ 

 ５ 

 ６ 

１４ 

 

 

 

５６ 

 ５ 

 ７ 

１６ 

 

 

 

△２ 

 ０ 

△１ 

△２ 

 

 

人事異動・退職の不補充による人

員減 

 

小  計 
７９ 

（  ） 

８４ 

（  ） 

△５ 

（    ） 
 

合   計 
３７５ 

（１） 

３８７ 

（１） 

△１２ 

（０） 
 

  （注）１ 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員な

どを含み、臨時又は非常勤職員を除いています。 

     ２ （  ）内は、短時間勤務職員であり、外書きです。 
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（４）地位別職員数の状況（一般行政職）（平成 23 年４月１日現在 単位：人） 

区分 職員数 男 性 女 性 

課 長 級      ２８ ２４ ４ 

課長補佐・主幹級 ２６ ２４ ２ 

係 長 級      ３６ ２７ ９ 

そ の 他      １２３ ８２ ４１ 

計 ２１３ １５７ ５６ 

 

（５）年齢別職員構成の状況（平成 23 年４月１日現在） 

 

区 分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～  

23歳 

24歳 

～  

27歳 

28歳 
～  

31歳 

32歳 

～  

35歳 

36歳 

～  

39歳 

40歳 

～  

43歳 

44歳 

～  

47歳 

48歳 

～  

51歳 

52歳 

～  

55歳 

56歳 

～  

59歳 

60歳 

 

以上 

 

計 

 

職員数 

人 

1 

人 

5 

人 

13 

人 

10 

人 

24 

人 

73 

人 

54 

人 

46 

人 

49 

人 

64 

 

人 

34 

人 

2 

人 

375 

（注）短時間勤務職員は含まない。 

 

0%
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～
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43歳

44歳

～

47歳

48歳

～

51歳

52歳

～

55歳

56歳

～

59歳

60歳

以上

年齢別職員構成の状況

 

（６）定員管理の数値目標の進捗状況                                  （単位：人．％） 

部門 
H22.4.1 

職員数 

数値目標 増減実績 

H27.4.1

職員数 

対 22年 

増減数 

対 22年 

増減率 

H23.4.1 

職員数 

対 22年 

増減数 

対 22年 

増減率 
進捗率 

総数 387 357 ▲30 ▲7.8 375 ▲12 ▲3.1 40.0 

  （注）１ 上記数値目標は北広島町行政改革大綱（第 2 次）の目標数値である。 
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２ 職員の給与の状況  

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

区 分 
住民基本台帳人口 

(22年度末) 

歳 出 額 

Ａ 

実質収支 人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

 Ｂ／Ａ 

（参考）  

21年度の人件費率 

22年度 
            人 

20,001 

      千円 

17,039,544  

    千円 

758,911 

    千円 

2,985,633 

      ％ 

17.5 

          ％ 

18.4 

  （注）１ 人件費には議員報酬・手当、非常勤特別職の報酬などが含まれています。 

 

（２）職員給与費の状況（普通会計予算） 

区 分 
職員数 

 

A 

給     与     費 １人当たり給与費 

 

（B／A） 給 料 職員手当 期末・勤勉手当 計  B 

23年度 301人 
千円 

 1,225,050

  

千円 

  276,912 

千円 

   446,036

  

千円 

 1,947,998

  

千円 

6,472 

 
  （注）１ 職員手当には退職手当、子ども手当は含みません。 

２ 給与費は当初予算に補正予算を反映させた額です。（平成 23年 9 月末現在） 

 

（３）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成 23年 4月 1日現在） 

区 分 
一  般  行  政  職 技 能 労 務 職 

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 

北広島町 
円 

349,232  

 

円 

420,227  

 

４４歳１０月 

円 

349,369  

円 

368,844  

 

５３歳１１月 

国 
円 

327,205  

円 

397,723  

 

４２歳４月 

円 

283,862  

円 

321,662  

 

４９歳 ６月 

  （注）１ 「平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢」とは、職種ごとの職員に係る給料月額の総

額、給与月額の総額及び年齢の総和をそれぞれ当該職員数で除して得た額及び年齢であり、

必ずしも、平均年齢に該当する職員が受ける給料月額又は給与月額の平均が平均給料月額又

は平均給与月額と一致するものではありません。 

       ２ 国の平均給与月額には「通勤手当」、「時間外勤務手当」及び「特殊勤務手当」等を含んで

いません。 

 

（４）ラスパイレス指数の推移（一般行政職）  

区分 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年 

北広島町 93.6 94.9 97.4 97.7 98.1 

県内町平均 94.9 95.2 96.0 97.4 97.6 

全国町村平均 93.9 94.2 94.6 95.1 95.3 

（注） ラスパイレス指数は国家公務員の給与水準を 100 として、北広島町職員の給与水準を比較した

数字です。 

 

（５）職員の初任給の状況（平成 23 年 4 月 1 日現在） 

区   分 北広島町 国 

一般行政職 

大学卒 161,600 円 172,200 円 

高校卒 140,100 円 140,100 円 
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（６）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（一般行政職 平成 23 年 4 月 1 日現在） 

区   分 
経験年数 

10 年以上 15 年未満 

経験年数 

15 年以上 20 年未満 

経験年数 

20 年以上 25 年未満 

一般行政職 

大学卒 281,050 円 317,109 円 365,241 円 

高校卒 － 289,850 円 334,600 円 

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいうものです。 

 

（７）一般行政職の級別職員数の状況（平成 23 年 4 月 1 日現在） 

区   分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 計 

標準的な職務内容 主事 主事 
主任 

主任主事 

係長 

主任 

課長 

主幹 

課長補佐 

課長 

主幹 

 

職  員  数 

人 

１０ 

人 

０ 

人 

６７ 

人 

８１ 

人 

４２ 

人 

１１ 

人 

２１１ 

構  成  比 

％ 

4.7 

％ 

0 

％ 

31.8 

％ 

38.4 

％ 

19.9 

％ 

5.2 

％ 

１００ 

 

  （注）１ 北広島町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

     ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

     ３ 本表は行政職給料表（一）の適用者のみ対象としています。 

 

１級 4.7% １級 2.3% １級0.4%

２級 0%
２級 0.5% ２級 0.9%

３級

31.8%
３級

33.5%

３級

40.9%

４級

38.4%
４級

36.2%

４級

33.0%

５級

19.9%
５級

22.0%

５級

18.7%

６級5.2% ６級5.5% ６級6.1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成23年の構成比 1年前の構成比 3年前の構成比
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（８）職員手当の状況 

 ①期末手当･勤勉手当 

北広島町 国 

１人当たり平均支給額 

（22年度） 1,521千円 
－ 

（22年度支給割合） 

       期末手当   勤勉手当 

 

6月期   1.25月分   0.7月分 

     (0.65月分)   (0.35月分) 

 

12月期   1.35月分   0.65月分 

       (0.8月分)    (0.3月分) 

 

  計    2.6月分    1.35月分  

      (1.45月分)    (0.65月分) 

 

職制上の段階、職務の級等による加算措置あり 

（22年度支給割合） 

       期末手当   勤勉手当 

 

6月期  1.25月分   0.7月分 

     (0.65月分)   (0.35月分) 

 

12月期   1.35月分   0.65月分 

       (0.8月分)    (0.3月分) 

 

  計    2.6月分   1.35月分  

      (1.45月分)   (0.65月分) 

 

職制上の段階、職務の級等による加算措置あり 

  （注） （  ）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

 

 ②退職手当（一般行政職） 

 北広島町 国 

１人当たり平均支給額（22年度）  

自己都合：917千円 勧奨・定年：24,874千円 
－ 

 

（支給率）  自己都合  勧奨・定年 

 

勤続20年  23.5月分   30.55月分    

勤続25年  33.5月分   41.34月分 

 

勤続35年  47.5月分   59.28月分 

 

最高限度額 59.28月分  59.28月分 

 

（支給率）  自己都合  勧奨・定年 

 

勤続20年  23.5月分   30.55月分    

勤続25年  33.5月分   41.34月分 

 

勤続35年  47.5月分   59.28月分 

 

最高限度額 59.28月分  59.28月分 

 

 ③地域手当 

支 給 実 績（22年度決算） 555千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） 111千円 

支給対象地域 支給率 
支給対象職員数 

H23.4.1 
国の制度（支給率） 

広島市 3％ 4人 3％ 
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 ④特殊勤務手当 

支給実績（22年度決算） 22,837千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算） 178千円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（22年度） 32.7％ 

手当の種類（手当数） 16 

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

税務職員の特殊勤務手当 税務課職員 税徴収業務 月額2,200円 

医療及び調剤に従事する職員

の特殊勤務手当 
医師及び歯科医師  給料月額の30% 

防疫等作業に従事する職員の

特殊勤務手当 
  日額800円 

変死体収容に従事する職員の

特殊勤務手当 
  日額5,000円 

山上作業に従事する職員の特

殊勤務手当 
 国土調査業務 日額800円 

除雪作業に従事する職員の特

殊勤務手当 
  

日額1,500円 

（4時間未満900円） 

危険性を有する薬品等を取り

扱う職員の特殊勤務手当 
  日額800円 

放射線作業に従事する職員の

特殊勤務手当 
診療放射線技師  日額230円 

火葬業務に従事する職員の特

殊勤務手当 
  火葬1体につき5,000円 

有害獣駆除業務に従事する職

員の特殊勤務手当 
  

1回1,000円 

（くま放獣解体3,000円） 

夜間看護業務に従事する職員

の特殊勤務手当 
  

2交代勤務3,500円 

4時間以上2,500円 

2～4時間2,300円 

2時間未満1,800円 

消防職員の特殊勤務手当   

消防手当 

 月額3,000円 

 ただし、救急救命士の資格

を有し、救急業務に従事す

る職員は月額6,000円 

潜水手当 

 日額500円 

管外搬送手当 

 1件につき400円 

養護老人ホームに従事する職

員の特殊勤務手当 
  月額2,500円 

廃棄物処理施設に従事する職

員の特殊勤務手当 
  月額5,000円 

保育所長の事務に従事する職

員の特殊勤務手当 
  月額30,000円 

社会福祉業務に従事する職員

の特殊勤務手当 
  月額10,700円 

 

⑤時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当 

支 給 実 績（22年度決算） 171,052千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（22年度決算）  511千円 
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 ⑥その他手当 

手 当 名 内容及び支給単価 

一般行

政職の

制度と

の異同 

一般行政

職の制度

と異なる

内容 

支給実績 

（22年度決算） 

支給職員１人当たり 

平 均 支 給 年 額          

（22年度決算） 

扶 養 手 当      

配偶者13,000円 

その他扶養親族6,500円 

特定加算5,000円 

同  58,157千円     254千円 

住 居 手 当      限度額27,000円 同  13,568千円     261千円 

通 勤 手 当      
自家用車800円/km 

2キロ以上が支給対象 
同  48,452千円     141千円 

管理職手当 給料月額の8%～12% 同  21,898千円     561千円 

寒冷地手当 
月額7,360～17,800円 

(11月～3月の間支給) 
同  3,423千円      61千円 

初任給調整手当 
医師免許取得35年以内で月額

365,500円の範囲内 
同  17,626千円    3,525千円 

 

（９）特別職の報酬等の状況（平成 22 年度） 

区     分 給料月額等 

給
料 

町 長 

副町長 

730,000 円 

602,000 円 

報
酬 

議 長 293,000 円 

副議長 246,000 円 

議 員 221,000 円 

期
末
手
当 

町 長 

副町長 

（22 年度支給割合） 

6 月期                                 1.45 月分 

12 月期                      1.5 月分 

計                       2.95 月分 

議 長 

副議長 

議 員 

（22 年度支給割合） 

 6 月期                   1.6 月分 

 12 月期                  1.65 月分 

     計                     3.25 月分 

退
職
手
当 

町 長 

副町長 

（算定方式）                （支給時期） 

 在職年数により給料月額に支給率を乗じ、任期毎に支給 

 

 

 

３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）職員の勤務時間（一般職の標準的なもの）        （平成 23 年 4 月 1 日現在） 

１週間の 

勤務時間 
開始時刻 終了時刻 休憩時間 

備 考 

（時差通勤等を実施している場合

は、その内容を簡潔に記入する） 

38 時間 45 分 8:30 17:15 12:00～13:00  

  （注）１ 休憩時間：職員が勤務時間の途中において、勤務から解放され、自己の時間として自由に

利用することが保障されている時間であり、労働基準法に準拠しているものです。 
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（２）年次有給休暇の取得状況（22 年 1 月 1 日～22 年 12 月 31 日） 

総付与日数 

Ａ 

総取得日数 

Ｂ 

全対象職員数 

Ｃ 

平均使用日数 

Ｂ/Ｃ ％ 

取得率 

Ｂ/Ａ ％ 

14,921 日 2,628 日 378 人 7.0 日 17.6％ 

 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

（１）分限処分者数（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日）          （単位：人） 

区    分 降任 免職 休職 降給 合計 

勤務実績が良くない場合 
地公法第 28 条 

第１項第１号 
    ０ 

心身の故障の場合 

地公法第 28 条 

第１項第 2 号 

第 2 項第 1 号 

  ２  ２ 

職に必要な適格性を欠く場合 
地公法第 28 条 

第１項第 3 号 
    ０ 

職制、定数の改廃、予算の減尐によ

り廃職、過員を生じた場合 

地公法第 28 条 

第１項第 4 号 
    ０ 

刑事事件に関し起訴された場合 
地公法第 28 条 

第 2 項第 2 号 
    ０ 

条例で定めた事由による場合 
地公法第 27 条 

第２項 
    ０ 

計 ０ ０ ２ ０ ２ 

 

（２）懲戒処分者数（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日）         （単位：人） 

区    分 戒告 減給 停職 免職 合計 

法令に違反した場合 
地公法第 29条 

第１項第１号 
１ ２  １ ４ 

職務上の義務に違反し又は職務を

怠った場合 

地公法第 29条 

第１項第 2号 
２    ２ 

全体の奉仕者たるにふさわしくな

い非行のあった場合 

地公法第 29条 

第１項第 3号 
    ０ 

計 ３ ２ ０ １ ６ 

 

 ５ 職員の服務の状況 

（１）公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（以下「派遣法」という。） 

  に基づく派遣の状況        

    （平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日） 

派遣形態 

根拠 
法 人 名 

派遣職員数（人） 

役員 職員 合計 

民法法人 

派遣法第 2 条第 1 号 
該当なし － － － 

合    計  － － － 
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（２）営利企業等の従事許可の状況（地方公務員法第３８条関係） 

                   （平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日）  

区 分 人（件） 備     考 

許可人数 

（または許可件数） 
－ 

 

（注） 営利企業等の従事許可の状況とは、営利企業及びその他の団体の役員等への就任・従事すること、

自ら営利を目的とする企業を営むこと等をいいます。 

 

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

（１）職員の研修の状況 

① 研修に関する基本方針の策定（地方公務員法第３９条第２項） 

策定の有無 策定時期 

有り 平成 21 年度 

 

② 研修の実施状況（平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 年 3 月 31 日） 

機関別研修 参加者数 備 考 

ひろしま自治人材開発機構 １１７ 
管理・監督者研修、中堅職員政策研修、 

住民満足を高める行政サービス研修など 

自主研修 １０２ リスクマネジメント研修（管理職対象） 

計 ２１９  

 

（２）職員の勤務成績の評定の状況（地方公務員法第４０条） 

勤務評定の実施状況（平成 22 年度） 

実施の有無 導入時期 

管理職を対象に試行 

（その他職員については未実施） 

平成 20 年度 

（その他職員については未定） 

 

７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）共済事業 

    広島県市町村職員共済組合に加入。 

 

（２）勤務条件に関する措置の要求の状況（平成22年度） 

事案なし（業務を広島県人事委員会に委託） 

 

（３）不利益処分に関する不服申立ての状況（平成 22 年度） 

事案なし（業務を広島県人事委員会に委託） 

 

（４）職員の福利厚生の状況 

    （財）広島県市町村職員共済互助会に加入。 


